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契
約
の
基
礎
知
識

The serialization title

い
て
は
、
自
社
に
と
っ
て
最
も
好
都
合

な
条
件
で
契
約
を
締
結
す
べ
く
、
取
引

条
件
を
自
由
に
交
渉
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

た
だ
し
、
契
約
を
自
由
に
決
め
ら
れ

る
の
は
あ
く
ま
で
原
則
で
あ
っ
て
、
法

令
の
特
別
の
定
め
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
合
や
法
令
に
よ
り
制
限
が
加

え
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
際
に
、

法
令
に
従
わ
な
い
当
事
者
間
の
合
意
は

法
律
上
効
力
が
認
め
ら
れ
ず
「
無
効
」

と
な
り
ま
す
（
図
1
）。

　

こ
の
他
、
当
事
者
間
で
契
約
を
成
立

さ
せ
る
合
意
が
で
き
た
と
し
て
も
、

・�

契
約
内
容
が
公
の
秩
序
や
善
良
の
風

俗
に
反
し
社
会
的
に
不
当
と
評
価
さ

れ
る
場
合

・�

契
約
当
事
者
に
契
約
を
締
結
す
る
意

思
能
力
が
な
か
っ
た
場
合

・�

相
手
方
の
意
思
表
示
が
真
意
で
は
な

い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
ま
た
は
知
り

得
た
状
況
で
な
さ
れ
た
意
思
表
示
、

当
事
者
間
で
了
解
の
上
で
虚
偽
の
意

思
表
示
を
し
た
場
合

に
は
、
契
約
は
無
効
と
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、

引
価
格
な
ど
に
つ
い
て
、
取
引
相
手
と

の
間
で
法
的
拘
束
力
の
あ
る
合
意
を
成

立
さ
せ
、
双
方
が
計
画
性
の
あ
る
事
業

活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

契
約
自
由
の
原
則
と

契
約
の
有
効
性

　

契
約
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
成
立
し

て
、
ど
の
よ
う
な
法
律
上
の
効
力
が
生

じ
る
か
を
定
め
る
基
本
的
な
法
律
が

「
民
法
」
で
す
が
、
民
法
は
契
約
の
成

立
に
関
し
て
「
契
約
自
由
の
原
則
」
を

定
め
て
お
り
「
誰
と
、
ど
の
よ
う
な
契

約
を
、
ど
の
よ
う
に
締
結
す
る
か
否
か
」

を
自
由
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
企
業
間
の
取
引
に
お

「
契
約
」
と
は
何
か

　

多
く
の
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
が
「
契

約
を
交
わ
す
」「
契
約
書
を
作
る
」
際

に
、「
契
約
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て

あ
ら
た
め
て
注
意
を
払
い
ま
す
。

　

契
約
と
は
「
当
事
者
間
で
の
合
意
に

よ
り
成
立
す
る
法
的
拘
束
力
の
あ
る
約

束
の
こ
と
で
、
法
律
の
規
定
に
よ
り
国

家
権
力
を
使
っ
て
強
制
的
に
そ
の
合
意

内
容
の
実
現
や
、
そ
れ
と
同
等
の
状
態

を
得
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
も
の
」
を

指
し
ま
す
。

　

企
業
間
取
引
は
契
約
を
交
わ
す
こ
と

で
、
商
品
や
製
品
の
仕
様
や
サ
ー
ビ
ス

の
内
容
、
取
引
の
対
象
物
の
納
期
や
取

　企業の事業活動に際して日々交わされる取引契約の内容

は、原則として自由に決めることができます。しかしなが

ら、後日、取引相手と取引上の法的紛争になった場合に、

自社に有利な契約条件を裁判所に認めてもらうには、契約

で合意した内容を証明できる証拠の用意が必要です。連載

の第１回では、契約の意味と取引過程で作られる書類や記

録が果たし得る機能について解説します。

第 1回

契
約
に
基
づ
く
取
引
過
程
に
お
い
て

書
類
や
記
録
を
残
す
意
味
と
そ
の
機
能

https://www.multi-support.jp/
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・
契
約
当
事
者
の
行
為
能
力
に
制
限
が

あ
っ
た
場
合

・
契
約
締
結
の
意
思
表
示
に
錯
誤
が
あ

っ
た
場
合

・�

詐
欺
や
強
迫
を
受
け
て
契
約
締
結
の

意
思
表
示
を
し
た
場
合

に
は
、
契
約
締
結
の
意
思
表
示
を
取
り

消
す
こ
と
で
も
契
約
は
無
効
と
な
り
ま

す
（
図
2
）。

契
約
書
を
つ
く
る
意
味

〜
「
口
約
束
」
の
リ
ス
ク 

〜

①
合
意
内
容
を
確
認
で
き
る

　

契
約
は
、
取
引
開
始
を
考
え
る
当
事

者
の
一
方
か
ら
の
契
約
締
結
を
申
し
入

れ
る
「
申
込
み
」
の
意
思
表
示
に
対
し

て
、
相
手
方
が
「
承
諾
」
の
意
思
表
示

を
し
た
と
き
に
成
立
し
ま
す
（
民
法
第

５
２
２
条
第
1
項
）。
そ
し
て
、
契
約

方
式
の
自
由
の
原
則
か
ら
、
契
約
が
有

効
に
成
立
し
た
場
合
で
も
、
法
令
の
特

別
の
定
め
が
な
け
れ
ば
書
類
を
作
成
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

よ
っ
て
、
現
実
の
企
業
間
の
取
引
に

お
い
て
、
書
類
の
作
成
が
法
律
で
要
求

さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
「
口
約
束
」
だ

図1　契約自由の原則

図2　契約が無効となる場合（民法の規定）

具体的内容 民法の条文 法令による制限の例

契約は当然に無効 意思表示を取り消した場合に無効
契約内容が公の秩序に関する規定に反し違法であ
る場合（第 91 条）

当事者の行為能力に制限があった場合
（第5条 2項、第9条本文、第13条第 4項、第17
条第4項、第121条）契約内容が公の秩序又は善良の風俗に反し社会的

に不当と評価される場合（第 90 条） 意思表示に錯誤があった場合
（第95条第1項、第121条）

相手方の意思表示が真意でないことを知り又は知
り得た場合（第 93 条第 1 項但書）

強迫を受けて意思表示をした場合
（第96条第1項、第121条）

当事者に契約を締結する意思能力がなかった場合
（第 3 条の 2）

詐欺により意思表示をした場合
（第96条第1項、第121条）

当事者間で了解の上虚偽の意思表示をした場合
（第 94 条第 1 項）

契約を締結するかどう
かを自由に決められる

契約締結の自由 第 521条第 1項

期限の定めのある建物賃貸借
につき、従前契約と同一条件
での契約更新とみなされる
（借地借家法第26条第1項）

どのような契約合意を
するかを自由に決めら
れる

契約内容の自由 第 521条第 2項

労働基準法で定める基準に達
しない労働条件を定める労働
契約はその条件につき無効で、
労働基準法で定める基準によ
る（労働基準法第13条）

どのような方式で契約
をするかを自由に決め
られる

契約方式の自由 第 522条第 2項
保証契約は書面でしなければ
効力を生じない
（民法第446条第2項）

誰と契約を締結するか
を自由に決められる

契約相手選択の自由

労働者派遣契約に基づき派遣
会社から違法に受け入れた派
遣労働者に対して、雇用契約
の申込みをしたものとみなさ
れる
（労働者派遣法第40条の6）



34

　

契
約
当
事
者
間
で
の
合
意
内
容
を
契

約
書
と
し
て
作
成
し
て
お
け
ば
、
少
な

く
と
も
そ
の
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る

事
項
は
当
事
者
間
で
合
意
し
た
内
容
を

確
認
で
き
、
当
事
者
間
で
の
意
見
の
食

い
違
い
が
生
じ
る
リ
ス
ク
を
低
減
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
裁
判
の
証
拠
と
な
る

　

契
約
書
を
作
成
せ
ず
「
口
約
束
」
だ

け
で
取
引
を
始
め
た
後
に
、
取
引
条
件

を
め
ぐ
る
当
事
者
間
で
の
見
解
の
対
立

が
激
化
し
て
法
的
紛
争
に
発
展
す
る

と
、
当
事
者
間
の
協
議
で
の
紛
争
解
決

が
難
し
く
な
り
、
第
三
者
で
あ
る
裁
判

所
に
い
ず
れ
の
主
張
が
正
し
い
か
の
判

断
を
仰
ぐ
こ
と
が
紛
争
解
決
の
た
め
に

必
要
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
際
に
、
裁
判
所
で
扱
う
民
事
裁

判
で
は
、
当
事
者
間
で
争
い
の
あ
る
争

点
に
つ
い
て
は
「
自
ら
の
主
張
を
裏
付

け
る
証
拠
を
提
出
で
き
な
い
当
事
者
の

主
張
を
認
め
な
い
」
こ
と
に
す
る
証
明

責
任
と
い
う
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
た

め
、
契
約
書
が
存
在
し
な
い
と
相
手
方

と
口
頭
で
合
意
し
た
自
ら
に
有
利
な
条

件
は
、
裁
判
所
に
認
め
て
も
ら
え
な
い

け
で
取
引
を
始
め
、
契
約
に
関
す
る
整

っ
た
書
類
が
作
成
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
で
は
、
口
約
束
だ
け
で
取
引

を
始
め
た
後
に
、
取
引
条
件
を
め
ぐ
り

当
事
者
間
で
意
見
の
食
い
違
い
が
生
じ

た
ら
、
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

契
約
は
当
事
者
間
で
の
合
意
に
よ
り

成
立
す
る
約
束
で
、
法
律
が
そ
の
合
意

内
容
の
実
現
を
裏
付
け
る
法
的
拘
束
力

を
有
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
法

律
に
は
契
約
の
成
立
や
有
効
性
等
に
関

す
る
様
々
な
規
定
が
用
意
さ
れ
て
お

り
、
民
法
に
は
13
種
類
の
典
型
契
約
と

言
わ
れ
る
標
準
的
な
契
約
類
型
に
関
す

る
規
定
が
あ
る
他
、
商
法
、
そ
の
他
の

法
令
に
も
契
約
に
関
す
る
規
定
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
（
図
3
）。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
法
令
の
規
定
も

契
約
当
事
者
間
で
ど
の
よ
う
な
合
意
が

成
立
し
て
い
た
か
に
よ
り
、
法
令
が
定

め
る
ど
の
契
約
類
型
の
ど
の
規
定
が
適

用
さ
れ
る
か
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
、
契
約
当
事
者
間
で
の
合
意
内

容
が
不
明
瞭
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
適

用
さ
れ
る
べ
き
法
令
を
め
ぐ
っ
て
当
事

者
間
で
見
解
が
対
立
し
て
紛
糾
す
る
事

態
を
招
く
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。

図3　民法や商法が定める契約類型

民　法 商　法

贈与（第 549 条～第 554 条） 代理商（第27条～第31条）

使用賃借（第 593 条～第 600 条）

仲立営業（第543条～第550条）

委任（第 643 条～第 656 条）

旅客運送（第589条～第594条）

和解（第 695 条～第 696 条）

定期傭船（第704条～第707条）

交換（第 586 条）
交互計算（第529条～第534条）

雇用（第 623 条～第 631 条）

運送取扱営業（第559条～第568条）

組合（第 667 条～第 688 条）

倉庫営業（第599条～第617条）

航海傭船（第748条～第756条）

売買（第 555 条～第 585 条） 売買（第524条～第528条）

賃貸借（第 601 条～第 622 条の 2）

問屋営業（第551条～第558条）

寄託（第 657 条～第 666 条）

寄託（第595条～第598条）

個品運送（第737条～747条）

消費賃借（第 587 条～第 592 条）
匿名組合（第535条～第542条）

請負（第 632 条～第 642 条）

物品運送（第570条～第588条）

終身定期金（第 689 条～第 694 条）

船舶賃貸借（第701条～第703条）

海上保険（第815条～第841条）
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件
を
提
示
す
る
た
め
に
作
成
す
る
書
類

で
す
。
通
常
は
そ
の
有
効
期
限
が
設
け

ら
れ
、
記
載
さ
れ
た
取
引
条
件
に
修
正

を
加
え
る
余
地
を
残
し
て
い
る
た
め
、

見
積
書
だ
け
で
は
、
そ
の
記
載
内
容
通

り
の
契
約
合
意
が
成
立
し
た
こ
と
は
証

明
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

見
積
書
の
内
容
を
了
承
し
た
取
引
当

事
者
が
、
そ
の
名
前
で
相
手
方
に
宛
て

て
「
注
文
書
」
を
発
行
、
こ
れ
に
対
し

て
相
手
方
が
「
注
文
請
書
」
を
発
行
す

る
と
、

・
注
文
書�

→�

契
約
の
申
込
み

・
注
文
請
書�

→�

契
約
申
し
込
み
承
諾

と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
思
表
示
の
存

在
を
裏
付
け
る
書
類
と
な
り
ま
す
。

　

注
文
書
と
注
文
請
書
に
は
、
一
方
当

事
者
の
相
手
方
に
対
す
る
意
思
表
示
し

か
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
両
方
の

書
類
の
組
合
せ
で
契
約
の
成
立
を
証
明

す
る
証
拠
と
し
て
機
能
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
注
文
書
や
注
文
請
書
に
は
、

既
に
締
結
さ
れ
た
契
約
に
基
づ
い
て
取

引
さ
れ
る
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
詳
細
や

納
期
、
対
価
が
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、

そ
の
他
の
契
約
合
意
内
容
の
詳
細
は
書

み
の
誘
引
」
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
場
合
は
「
申
込
み

の
誘
引
」
に
応
じ
て
契
約
の
「
申
込
み
」

が
な
さ
れ
、
申
込
み
の
誘
引
を
し
て
い

た
当
事
者
が
こ
れ
を
「
承
諾
」
し
た
段

階
で
契
約
が
成
立
し
ま
す
。

　

こ
う
し
た
契
約
成
立
過
程
に
お
い

て
、
取
引
関
係
に
立
つ
当
事
者
の
一
方

だ
け
で
作
成
し
て
相
手
方
に
提
供
す
る

書
類
と
し
て
「
見
積
書
」「
注
文
書
」「
注

文
請
書
」
と
い
っ
た
書
類
が
あ
り
ま
す
。

　
「
見
積
書
」
は
、
契
約
申
込
み
の
誘

引
を
し
て
い
た
当
事
者
が
、
取
引
を
考

え
る
相
手
方
の
要
望
に
応
じ
て
、
主
に

取
引
価
格
に
関
す
る
具
体
的
な
取
引
条

　

以
上
は
、
書
類
の
表
題
が
「
契
約
書
」

で
は
な
く
「
覚
書
」
や
「
合
意
書
」
な

ど
で
あ
っ
て
も
、
署
名
ま
た
は
押
印
が

あ
る
文
書
で
あ
れ
ば
同
じ
で
す
。

一
方
当
事
者
が
、
相
手
方
宛
に

作
る
書
類
の
意
味

●
「
見
積
書
」「
注
文
書
」

　

  

「
注
文
請
書
」「
誓
約
書
」

　

取
引
を
考
え
る
当
事
者
の
一
方
か
ら

契
約
締
結
を
申
し
入
れ
る
契
約
の
「
申

込
み
」
の
前
の
段
階
で
、
商
品
や
サ
ー

ビ
ス
の
広
告
を
表
示
し
た
り
製
品
を
陳

列
し
た
り
す
る
な
ど
、
契
約
の
「
申
込

リ
ス
ク
が
高
く
な
り
ま
す
。

　

も
っ
と
も
、
契
約
で
の
合
意
内
容
の

証
拠
と
い
う
意
味
で
は
契
約
書
に
限
ら

ず
、
電
子
メ
ー
ル
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
な
ど
が
使
え
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
は
捏
造

や
改
ざ
ん
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
て
必

ず
し
も
証
拠
と
し
て
の
価
値
が
高
い
と

は
言
え
ず
、
署
名
ま
た
は
押
印
が
あ
る

契
約
書
は
、
法
律
上
「
真
正
に
成
立
し

た
も
の
と
推
定
す
る
」（
民
事
訴
訟
法

第
２
２
８
条
第
4
項
）
こ
と
に
な
っ
て

い
る
た
め
、
契
約
書
が
あ
れ
ば
裁
判
に

お
い
て
も
証
拠
と
し
て
の
重
要
な
機
能

を
果
た
せ
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。

書類が証明
する事実

契約に基づく
取引関係に関する
事実についての
証拠価値

売主が販売して
いる商品

売主から買主へ
の契約申込み
の誘引

買主から売主へ
の契約申込み

買主から売主へ
の契約申込み
に対する売主に
よる承諾

売主買主間で
の売買契約の
成立

売主が買主に
商品を引渡した
事実

買主が売主から
商品を受領した
事実

売主による買主
への商品引渡義
務履行の完了

売主による買主
への商品代金
請求の事実

買主による売主
への商品代金
支払義務履行
の完了

商品カタログ

見積書

注文請書

納品書

売買契約書

請求書

領収書

受領書

注文書

検収書

売主 買主
作成される書類と
書類が証明する行為

図4　売買契約成立前後で作成される書類と証拠としての機能
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と
き
は
、
相
手
方
が
定
型
約
款
を
契
約

の
内
容
と
す
る
旨
の
合
意
を
し
た
か
、

定
型
約
款
を
準
備
し
た
当
事
者
が
あ
ら

か
じ
め
そ
の
定
型
約
款
を
契
約
の
内
容

と
す
る
旨
を
相
手
方
に
表
示
し
て
い
た

場
合
に
は
、
定
型
約
款
の
個
別
の
条
項

が
契
約
内
容
と
な
り
ま
す
。
定
型
取
引

を
行
お
う
と
す
る
定
型
約
款
準
備
者

は
、
あ
ら
か
じ
め
定
型
約
款
の
内
容
を

開
示
す
る
こ
と
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
定
型
取
引
の
合
意
前
に
相

手
方
か
ら
求
め
ら
れ
た
定
型
約
款
の
内

容
の
開
示
を
正
当
な
事
由
な
く
拒
否
し

た
場
合
に
は
、
定
型
約
款
の
個
別
の
条

項
は
契
約
内
容
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
定
型
約
款
の
個
別
条
項
の
う

ち
、
相
手
方
の
権
利
を
制
限
し
、
ま
た

は
義
務
を
加
重
す
る
条
項
で
、
そ
の
定

型
約
款
が
想
定
し
て
い
る
定
型
取
引
の

態
様
や
実
情
、
取
引
上
の
社
会
通
念
に

照
ら
し
「
取
引
関
係
に
入
っ
た
者
は
相

互
に
相
手
の
信
頼
を
裏
切
ら
な
い
よ
う

誠
実
に
行
動
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る

民
法
の
「
信
義
誠
実
の
原
則
」
に
反
し

て
、
相
手
方
の
利
益
を
一
方
的
に
害
す

る
条
項
に
つ
い
て
は
合
意
を
し
な
か
っ

た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
（
図
5
）。

一
方
当
事
者
が
、
予
め
作
成

す
る
「
約
款
」
の
拘
束
力

　

取
引
関
係
に
入
る
当
事
者
の
一
方
が

予
め
作
成
し
、
取
引
関
係
に
入
っ
た
後

に
当
事
者
間
で
法
的
拘
束
力
を
持
つ
よ

う
に
な
る
文
書
に
「
約
款
」
が
あ
り
ま

す
。
約
款
は
、
日
常
生
活
で
多
く
の
人

が
利
用
す
る
公
共
交
通
機
関
や
携
帯
電

話
、
保
険
契
約
取
引
な
ど
で
、
サ
ー
ビ

ス
や
商
品
を
提
供
販
売
す
る
事
業
者
側

が
一
方
的
に
決
め
た
内
容
で
用
意
さ
れ

ま
す
。

　

通
常
、
一
般
消
費
者
は
約
款
の
内
容

を
逐
一
吟
味
す
る
こ
と
な
く
取
引
関
係

に
入
る
た
め
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て

前
述
の
「
申
込
み
」「
承
諾
」
と
い
っ

た
契
約
内
容
に
関
す
る
両
当
事
者
間
の

明
確
な
合
意
成
立
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

約
款
が
、
取
引
当
事
者
間
に
お
い
て

契
約
と
同
様
に
法
的
拘
束
力
を
持
つ
合

意
と
扱
わ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
、
２
０

２
０
年
4
月
に
改
正
さ
れ
た
民
法
で

「
定
型
約
款
」
に
関
す
る
規
定
が
設
け

ら
れ
ま
し
た
。

　
「
定
期
取
引
」
を
行
う
合
意
を
し
た

か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ

う
し
た
契
約
合
意
の
詳
細
を
確
認
す
る

た
め
に
は
別
に
契
約
書
を
作
成
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

　

契
約
成
立
後
の
取
引
段
階
で
も
、
当

事
者
の
一
方
だ
け
で
作
成
し
て
相
手
方

に
提
供
す
る
様
々
な
書
類
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
類
が
証
拠
と
し
て

機
能
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
売
買
契

約
を
例
と
し
た
図
4
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

同
様
に
、
一
方
当
事
者
の
相
手
方
に

対
す
る
意
思
表
示
し
か
記
載
さ
れ
て
い

な
い
書
類
と
し
て
「
誓
約
書
」
も
よ
く

作
成
さ
れ
ま
す
。

　
「
誓
約
書
」
は
、
雇
用
関
係
に
あ
る

当
事
者
間
で
従
業
員
か
ら
使
用
者
に
宛

て
て
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
場
合
の
作
成
者
は
従
業
員

だ
け
で
、
名
宛
人
の
使
用
者
も
記
載
内

容
に
合
意
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
、
両

当
事
者
で
作
成
し
た
書
類
で
は
な
い
の

で
、
契
約
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
だ

し
、
誓
約
書
に
記
載
し
た
内
容
に
従
う

旨
の
意
思
表
示
を
し
た
作
成
者
を
法
的

に
拘
束
す
る
効
果
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
す

（
最
高
裁
判
所
昭
和
54
年
7
月
20
日
判
決

大
日
本
印
刷
採
用
内
定
取
消
事
件
な
ど
）。

定型取引：�ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的
であることがその双方にとって合理的なもの

定型取引合意：定型取引を行う合意
定型約款：定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体
定型約款準備者：定型約款を準備した者

合意をしたものとみなされる場合
①�定型約款を契約の内容とする旨の合
意をしたとき、または
②�定型約款準備者があらかじめその定
型約款を契約の内容とする旨を相手
方に表示していたとき

合意をしなかったものとみなされる場合
①�相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項、かつ
②�その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らし
て、民法が定める信義誠実の原則に反して相手方の利益を一方的に害
すると認められるもの（第548条の2第2項）
③�定型取引合意前に相手方からの定型約款の内容の開示請求を正当な事
由なく拒否したとき（第548条の3第2項）

「定型取引合意」をした者は、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされるか？

図5　定型約款の合意（民法第５４８条の2、第548条の3）


